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	個人用Adobe IDに登録するには、13歳以上でなければなりません。Primary and Secondary Education Named User向け製品に参加する学校は、13歳以下の児童にエンタープライズAdobe IDを発行できますが、明示的な親の同意を得た後でなければなりません。
	1. アドビとの契約。
	1.1 法の選択と契約主体。お客様が北米（米国、カナダおよびメキシコを含む）にお住まいの場合、本契約はお客様と米国Adobe Systems Incorporatedとの契約となり、本「条件」は米国カリフォルニア州の法律に準拠します。北米以外のお客様については、本契約はお客様とAdobe Systems Software Ireland Limitedとの契約となり、本「条件」はアイルランドの法律に準拠します。お客様がオーストラリアにお住まいの場合、Adobe Systems Software I...
	1.2  追加条件。 当社の「サービス」および「ソフトウェア」は、お客様に販売されるのではなくライセンスされており、下記の1つまたは複数の追加条件（「追加条件」といいます）に準拠します。「一般利用条件」と「追加条件」の間に矛盾がある場合、その「サービス」または「ソフトウェア」に関しては、「追加条件」が優先します。「追加条件」は変更される可能性があります。
	2. プライバシー。
	2.1. プライバシー。 当社がお客様についての情報を収集、使用、共有または処理する方法に関する情報は、以下で当社のプライバシーポリシーをご参照ください。http://www.adobe.com/go/privacy
	2.2.  デスクトップアプリケーション使用情報。お客様は、当社のデスクトップアプリケーションの使用方法についてアドビと情報を共有するか否かを選択することができます。法律で許可されている場合、このオプションはデフォルトで有効になっており、その情報はお客様のアドビアカウントに関連付けられています。この情報により、アドビがよりお客様一人ひとりに合った体験を提供し、製品の品質と機能を改善できるようにするための情報を提供することができます。 この設定はいつでも、お客様のアドビアカウント管理ページで変更する...
	2.3. アドビによるお客様のコンテンツへのアクセス。 法律で許可されている場合は、当社はお客様の「コンテンツ」（下記のセクション4.1で定義されています）への限定的なアクセス、表示、リッスンのみを行います。例えば、「サービス」を実行する目的で、(a)サポート要求に対応する、(b)詐欺、セキュリティ上の問題、不正行為、または技術的な問題を検出、防止、解決する、(c)これらの「条件」を適用するために、お客様の「コンテンツ」に対してアクセス、表示、リッスンを行うことが必要になる場合があります。弊社の自...

	3. サービスおよびソフトウェアの使用。
	3.1. ライセンス。お客様は、これらの「条件」と法律に従って、「サービス」と「ソフトウェア」にアクセスして使用することができます。
	3.2. アドビの知的財産。本「サービス」および「ソフトウェア」に関するすべての権利、権原および権益は、アドビ（およびアドビのライセンサー）のみが所有し続けます。「条件」に記載される場合を除き、当社が、お客様に対して、「サービス」または「ソフトウェア」のアイテムに関する特許権、著作権、企業秘密、商標、またはその他の権利を付与することはありません。本「条件」に基づいて付与されない権利については、すべてアドビが所有します。
	3.3. 保管。本「サービス」によって保管が提供される場合、お客様はご自身の「コンテンツ」を定期的にバックアップし続けることもお勧めします。アドビでは、ファイルサイズ、ストレージスペース、処理能力の制限など、技術的制限をお客様の「コンテンツ」に対して適正な範囲で設定する場合があります。お客様がご自身のアカウントに対する保管スペース限度内になるまでに、アドビが本「サービス」を保留する場合があります。ライセンス期間の終了時には、「コンテンツ」を「サービス」から移行するために商業的に合理的な努力を払いま...
	3.4. ユーザーが作成したコンテンツ。アドビは、ユーザーが作成して提供するコンテンツをホストする場合があります。アドビの「サービス」にアクセスした場合、お客様は不快に感じたり不愉快に思うユーザーが作成して提供する「コンテンツ」に出会う可能性があります。その場合の唯一のお客様に対する救済方法は、その「コンテンツ」の閲覧をやめることです。「通報」ボタンがある場合は、そのボタンをクリックして、不快に感じるユーザーが作成して提供する「コンテンツ」をアドビに通報することが可能です。
	3.5. サンプルファイル。 「サンプルファイル」とは、サンプルファイルとして識別される可能性がある、チュートリアル、デモンストレーション、および体験版のその他の目的で使用するコンテンツの画像、クリップアート、ストック画像、サウンドなどのアドビから提供されたファイルを意味します。「サンプルファイル」は、提供された以外の目的では使用できません。お客様は、スタンドアローンベースで「サンプルファイル」を頒布することができず（サンプルファイルが配布される製品の価値の主要部分を占める場合）、「サンプルファイ...
	3.6. コンテンツファイル。「コンテンツファイル」とは、「サービス」および「ソフトウェア」の一部として提供されるアドビのアセットを意味します。ドキュメントや特定の使用許諾書に別途記載がない限り、アドビは、お客様の「コンテンツ」またはその派生物が組み入れられるエンドユース（お客様が作成する派生的アプリケーションまたは派生物）を作成するために「コンテンツファイル」を使用でき、個別の非独占的、サブライセンス不可、譲渡不可のライセンスをお客様に付与します（以下、「エンドユース」といいます）。お客様は、「...
	3.7.  その他のライセンスタイプ。
	(a) NFR版。 アドビは本「サービス」または「ソフトウェア」を、「体験版」、「評価版」、「非再販用」など（総称して、「NFR版」といいます）に指定する場合があります。お客様は、アドビがNFR版提供時に述べた期間および目的のみに、NFR版をインストールおよび使用できます。お客様は、NFR版を使って作成したいかなる資料も、非商業的目的以外に使用しないでください。
	(b) プレリリース版。 アドビは、本「サービス」または「ソフトウェア」、あるいは本「サービス」または「ソフトウェア」の機能を、「プレリリース版」または「ベータ版」（総称して、「プレリリース版」といいます）に指定する場合があります。「プレリリース版」は、最終製品ではなく、システムエラーなどの不具合やデータの損失を引き起こすバグが含まれている可能性があります。アドビは、「プレリリース版」を販売しない選択をする場合があります。アドビから要請があった場合、あるいはアドビが「プレリリース版」の商用版をリリ...
	(c) 教育版。 アドビが本「サービス」または「ソフトウェア」を教育機関ユーザー用に指定した場合（「教育版」といいます）、以下 http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines に記載されている資格要件を満たすお客様のみが教育版を利用できます。また、お客様が教育機関ユーザーとしての資格を認められる国においてのみ、教育版をインストールし、使用することができます。お客様が欧州経済地域にお住まいの場合...

	4. お客様のコンテンツ
	4.1.  コンテンツ。「コンテンツ」とは、お客様が「サービス」の使用に関連して「サービス」または「ソフトウェア」にアップロードおよびインポートするオーディオファイル、ビデオファイル、電子文書または画像などのあらゆる素材を意味します。
	4.2. 所有権。お客様は、お客様の「コンテンツ」に対する権限と所有権をすべて保持します。お客様の「コンテンツ」に対して、アドビは所有権を主張しません。
	4.3. サービスおよびソフトウェアを運用するためのお客様のコンテンツに対するライセンス。アドビは、本「サービス」および「ソフトウェア」を運用および有効にするために、お客様の「コンテンツ」に対するお客様からの特定のライセンスが必要です。お客様が本「サービス」および「ソフトウェア」に「コンテンツ」をアップロードするとき、ユーザー主導のアクション（個人的に保存することを選択した場合、または「コンテンツ」を他のユーザーと共有することを選んだ場合など）に応じて必要なように、その「コンテンツ」を使用、複製、...
	4.4. お客様のコンテンツの共有
	(a) 共有。一部の「サービス」および「ソフトウェア」は、お客様がお客様の「コンテンツ」を他のユーザーと共有する、または公開することができるようにする機能を提供します。「共有」とは、本「サービス」および「ソフトウェア」の使用を通じて、電子メール送信、掲載、伝送、アップロード、または利用を可能にすることを意味します。他のユーザーは、多くの方法でお客様の「コンテンツ」を使用、コピー、変更、または再共有することができます。お客様はご自身が共有する「コンテンツ」に責任を負いますので、何を共有または公開する...
	(b) アクセスレベル。アドビは、他のユーザーがお客様の「コンテンツ」で何をするかを、監視も管理もしません。お客様には、お客様の「コンテンツ」に課される限界を決定する責任、およびお客様の「コンテンツ」へのアクセスに適切なレベルのアクセス権を適用する責任があります。お客様がお客様のコンテンツに適用するアクセスレベルを設定しないと、最も許可範囲の広いデフォルトのレベルに自動設定される場合があります。他のユーザーにお客様の「コンテンツ」を共有する方法を理解してもらうこと、およびお客様の「コンテンツ」への...
	(c) コメント。本「サービス」および「ソフトウェア」ではお客様が「コンテンツ」にコメントを付けることができます。コメントは匿名ではなく、他のユーザーが閲覧できます。お客様のコメントは、お客様、他のユーザー、またはアドビが削除できます。
	4.5.  ライセンスの終了。お客様は、本「サービス」からお客様の「コンテンツ」を削除することにより、いつでもお客様の「コンテンツ」に対するこのライセンスを取り消してアドビの権利を終了させることができます。ただし、アドビの日常的なバックアップの一部として、お客様の「コンテンツ」の一部のコピーが保持されることがあります。
	4.6. フィードバック。お客様はアドビにアイディア、提案、提言（以下「フィードバック」といいます）を提供する義務は一切ありません。ただしお客様がアドビにフィードバックを送信する場合、お客様はアドビに全世界を対象とした、非独占的かつロイヤルティなし、サブライセンス可能で譲渡可能なライセンスを付与します。これは、「フィードバック」を作成、使用、販売、販売申し出、インポート、再製、公開展示、配布、変更、および公開実行するためのものです。
	4.7. お客様のコンテンツを販売。アドビによってお客様は、個別の利用条件への合意後、当社のサービスを介して他のユーザーにお客様の「コンテンツ」のライセンスを付与できることがあります。

	5.  アカウント情報。お客様は、お客様のアカウントを通じて発生するすべての活動に責任があります。お客様のアカウントの無許可の使用に気付いた場合、直ちにカスタマーサポートに通知してください。お客様は、(a)お客様のアカウント情報を共有してはならず（許可されたアカウント管理者を除く）、(b)他の人のアカウントを使用しないでください。アカウント管理者は、お客様のアカウント情報を使用して、お客様の本「サービス」および「ソフトウェア」の使用およびアクセスを管理することができます。PhoneGapの場合、当...
	6. ユーザーの行動基準。
	6.1. 責任ある使用。アドビコミュニティは多くの場合、ある程度の礼儀とプロ意識が期待されるユーザーで構成されます。お客様は、本「サービス」および「ソフトウェア」を責任を持って使用する必要があります。
	6.2. 不正使用。お客様は、「サービス」または「ソフトウェア」を不正使用しないでください。例えば、以下を行わないでください：
	(a) 本「サービス」または「ソフトウェア」を、コピー、変更、ホスト、ストリーム、サブライセンス、または再販する。
	(b) 他のユーザーがお客様のアカウント情報を使用して本「サービス」または「ソフトウェア」を使用できるようにするか、使用を許可する。
	(c) 本「ソフトウェア」を使用して、何らかのデータベースを構築する。
	(d) アドビが許可または提供したインターフェイス以外の手段で、本「サービス」または「ソフトウェア」にアクセスしたり、アクセスしようとする。
	(e) 本「サービス」または「ソフトウェア」の特定の使用を防ぐために導入されているアクセス制限や使用制限を回避する。
	(f) 誰かの知的財産権を侵害する「コンテンツ」を共有するか、そのような行為に関わる（「知的財産権」とは、著作権、著作者人格権、商標、トレードドレス、特許、企業秘密、不正競争、プライバシーの権利、肖像権、その他財産権を意味する）。
	(g) 違法、有害、脅迫的、侮辱的、不法行為、中傷的、名誉毀損、低俗、猥褻、卑猥、冒涜的、他者のプライバシー侵害、または悪意的な「コンテンツ」をアップロードまたは共有する。
	(h) いずれかの個人または団体になりすます、またはいずれかの個人または団体との関係を偽る、またはその他の形で関係を不正確に伝える。
	(i) 本「サービス」および「ソフトウェア」を無効にしようとする、または損なおうとする、または破壊しようとする。
	(j)  本「サービス」または「ソフトウェア」の機能に損害または制限するように設計されたウィルス、悪意のあるコード、マルウェア、またはその他のコンポーネントを含む「コンテンツ」またはコードをアップロード、送信、保管、または利用可能にする。
	(k) 他のユーザーが本「サービス」または「ソフトウェア」を使用することを、中断させる、妨害する、または阻止する（何らかの方法での、ストーカー行為、威圧行為、または他のユーザーへの嫌がらせ行為、他のユーザーを暴力を振るうように扇動、未成年者への危害行為など）。
	(l) チェーンレター、迷惑メール、ねずみ講、フィッシング詐欺、スパム、またはその他の迷惑メッセージに携わる。
	(m) 「本サービス」に何らかの製品またはサービスの広告を掲載する。ただし、アドビから事前に書面で許可を得る場合を除く。
	(n) 本「サービス」に関連して、何らかのデータマイニングまたは類似のデータ収集方法、およびデータ抽出方法を使用する。
	(o) 適用される法律（COPPAを含むがこれに限定されない）に違反する。

	7. 会費と支払い。
	7.1. 税金およびサードパーティ料金。お客様は適用される税金およびサードパーティから請求される料金（固定電話料金、携帯電話料金、ISP料金、データプラン料、クレジットカード手数料、外国為替手数料および外国取引手数料）を支払う必要があります。アドビにはこれらの料金を支払う責任はありません。料金に関してご不明の点がある場合は、金融機関にお問い合わせください。アドビが、これらのお客様負担の料金を徴収するための手続きを取る場合があります。これらの徴収に掛かる費用はすべてお客様負担となります。お客様が、取...
	7.2. クレジットカード情報。お客様の支払い方法の更新がアドビに通知されない場合、お客様のサービスの中断を避けるために、アドビはお客様のカードプロバイダーがサポートしているプログラムに参加してお客様の支払情報の更新を試行することがあり、お客様には、アドビが取得した更新情報を使用したお客様のアカウントへの請求を継続することを許可していただきます。

	8. お客様の保証および補償義務。
	8.1. 保証。 本「サービス」または「ソフトウェア」にお客様の「コンテンツ」をアップロードすることにより、お客様は、（a）お客様の「コンテンツ」を使用および共有するために必要なライセンスおよび権限すべて、および（b）本「条件」でライセンスを付与するために必要な権限を有するものとします。
	8.2. 補償。お客様は、ご自身の「コンテンツ」、お客様が使用する本「サービス」または「ソフトウェア」、お客様による本「条件」に対する違反によって発生する、またはこれに関連する、あらゆる請求、要求、損失、または損害（合理的な弁護士費用を含む）に対して、アドビおよびその子会社、関連会社、役員、エージェント、従業員、パートナー、およびライセンサーを免責にするものとします。

	9. 保証の免責条項。
	9.1. 追加条項に記載されていないかぎり、本サービスおよびソフトウェアは「現状のまま」で提供されます。アドビは法律で認められる最大範囲まで、権利の非侵害、商用性、特定目的への適合性に関する暗黙の保証を含めて、あらゆる明示的および暗黙的な保証を否認します。アドビは、本「サービス」内のコンテンツについて、コミットメントしません。アドビはさらに、（a）本「サービス」または「ソフトウェア」がお客様の要件を満たすこと、または常に利用可能で、中断されることがなく、タイムリーで、安全で、エラーがないこと、（b...
	9.2. アドビは、お客様が本「サービス」または「ソフトウェア」を使用した結果としてのあらゆる行為に対して、明確にすべての責任を負わないものとします。お客様は、ご自身の裁量とリスクで本「サービス」または「ソフトウェア」を使用およびアクセスし、何らかの「サービス」または「ソフトウェア」を使用およびアクセスすることから発生する、使用しているコンピューターシステムのあらゆる損傷またはデータ損失は、お客様のみに責任があります。
	9.3. お客様が、「サービス」を介して一般に「共有する」目的で当社のサーバーへ「コンテンツ」を投稿される場合、当社は、次の事柄について責任を負いません。（a）お客様の「コンテンツ」の喪失、破損または損傷、（b）アドビ以外の何者かによるコンテンツの削除、または（c）お客様のコンテンツをサードパーティが別のWebサイトもしくは他のメディアに組み入れること。

	10. 責任の制限。
	10.1.  追加条項に記載がない限り、アドビは、予見の可能性とは無関係に、使用不能、データ、営業上の信用、または利益の喪失、一切の特別な、偶発的、間接的、派生的損害、または懲罰的損害（アドビがこれらの損害の可能性について知らされていた場合であっても）について、お客様または誰に対しても法的責任はなく、これには（a）予見の可能性とは無関係に、使用不能、データ、または利益の喪失によるもの、（b）契約または保証への違反、過失またはその他の不法行為を含む責任の法理に基づくもの、または（c）お客様の本「サー...
	10.2.  本「条件」から生じる、またはこれに関連して生じるあらゆる事柄に対するアドビの責任の総額は、100米ドルまたは当該責任を生じさせる事柄の発生前3ヶ月間にお客様が本「サービス」および「ソフトウェア」にアクセスするために支払った総額を限度とします。この制限は、申し立てまたは損害賠償の形態または発生源を問わず、申し立てまたは損害賠償が予測可能であったかどうか、また、当事者が申し立てまたは損害賠償が生ずる可能性について報告を受けていたかどうかに関わりなく、適用されます。
	10.3. このセクション10の限度額および免除は、法律で認められる最大範囲まで適用されます。

	11. 終了。
	11.1. お客様による終了。 お客様は本「サービス」および「ソフトウェア」の使用をいつでも中止することができます。お客様のアカウントを解約しても、未払いの料金を支払う義務が解消されることはありません。
	11.2. 当社による終了。正当な理由以外によりアドビが本「条件」またはお客様の「サービス」の使用を終了する場合、アドビはお客様から提供いただいている電子メールアドレスを使って、少なくとも終了日の30日前までにお客様に通知するよう、相応の努力を行います。当該通知にはお客様の「コンテンツ」の回収方法も記載されます。「追加条件」に記載がない限り、以下の場合、アドビはいつでもお客様の本「サービス」または「ソフトウェア」を使用し、アクセスする権利を終了することができます。
	(a) お客様が本「利用条件」の規定に違反した（またはお客様が本「条件」に従う意思がないか、従うことができないことを明らかに示す行動をした）場合。
	(b) お客様が本「サービス」または「ソフトウェア」に対する料金を適時に支払わなかった場合。
	(c) お客様による本「条件」のいずれかの条項に対する重大な違反があり、（i）違反を是正することができない場合。または（ii）当社がお客様に違反を通知したにもかかわらず、通知日から14日以内にお客様が是正しない場合。
	(d) お客様は、身体的、口頭により、またはその他の手段によって、当社または当社の従業員に対して虐待、脅迫、いじめ、または嫌がらせをする場合（そのような状況では、「サービス」または「ソフトウェア」へのアクセスを一時停止または制限することがあります）。
	(e) お客様が、悪意から、あるいは合理的な理由なしに苦情を繰り返し、当社が停止を求めた後も継続する場合（このような場合、「サービス」または「ソフトウェア」へのアクセスを一時的に停止または制限することがあります）。
	(f) 法によりアドビが本契約を終了することが義務付けられた場合（例えば、お客様に対する本サービスまたはソフトウェアの提供が違法である、または違法となった場合）。
	(g) アドビが、本「サービス」または「ソフトウェア」の全体または一部を中止することを選択した場合（法律の変更により、お客様の地域でサービス提供を継続することが難しくなった場合など）。
	(h) お客様のアカウントが長期間使用されなかった場合。
	11.3. グループ管理者による終了。「Creative Cloud for teams」などの「サービス」のグループ管理者は、いつでもユーザーのサービスへアクセスを終了できます。グループ管理者がお客様のアクセス権を終了すると、お客様は、本サービス内の共有ワークスペースでお客様またはグループの他のユーザーが共有していた「コンテンツ」へ、アクセスできなくなります。
	11.4. 存続。本「利用条件」の満了時または終了時に、本「サービス」および「ソフトウェア」の一部または全部が事前に通知することなく動作を停止する場合があります。ただし、永続ライセンスは引き続き完全な効力を持ちます。お客様が許諾した永続ライセンス、お客様の免責義務、アドビの免責事項または責任の制限、および紛争解決条項は、本「利用条件」の満了または終了後も存続します。

	12. 調査。
	12.1. スクリーニング。アドビは本「サービス」または「ソフトウェア」にアップロードされたすべてのコンテンツをレビューしませんが、利用可能な技術、ベンダーやプロセスを用いて特定の種類の違法なコンテンツ（例えば、児童ポルノ）またはその他の不正な動作（スパムやフィッシング詐欺を示す行為パターン、成人向けコンテンツがアダルトウォールの外に掲載されていることを示すキーワードなど）をスクリーニングすることがあります。
	12.2. 開示。アドビは、（a）法的に必要になったとき（有効な召喚状や令状をアドビが受け取ったときなど）、（b）お客様のカスタマーサービスサポートへの依頼に対応するため、（c）アドビ独自の裁量で、アドビ、そのユーザー、または公衆の権利、財産、または個人的安全を保護するために必要なとき、お客様またはお客様の本「サービス」または「ソフトウェア」の使用に関する情報にアクセスしまたはそれを公開することがあります。
	13. 貿易管理。
	本「サービス」または「ソフトウェア」、およびお客様による本「サービス」および「ソフトウェア」の使用は、米国のおよび国際的な法律、制限、および（輸入、輸出、および本ソフトウェア、サービス、コンテンツの使用を支配することがある）規制に支配されます。お客様は、当該の法律、制限、および規制のすべてを順守することに同意するものとします。
	14. オーストラリアの消費者法。本「条件」のいかなる条項も、Competition and Consumer Act 2010（Cth）（CCA）、または契約によって除外、制限、または変更されないその他の法律に基づく消費者の権利を除外、制限または変更することを意図していません。CCAまたはその他の法律が、「条件」の中の条件、保証、または期間を暗示する場合、または「条件」に関連して法的保証を提供する場合、提供される商品またはサービス（該当する場合）に関して、そのような条件、保証、その他の期間や保証...
	15. 紛争の解決
	15.1. プロセス。お客様に何らかの懸念や紛争が発生した場合、お客様は、まずアドビに問い合わせることによって紛争を非公式に解決しようとすることに同意するものとします。提出後30日以内に紛争が解決されない場合、結果として生じたあらゆる法的行為は、最終的で拘束力のある仲裁によって解決する必要があります（お客様のクレームにとって適切な場合にクレーム少額裁判所でクレームを主張する場合を除く）。
	15.2.  規則。アメリカ大陸に在住の場合、仲裁は、カリフォルニア州サンタクララ郡のJAMSによって、包括的な仲裁規則と手順に基づいて行われます。オーストラリア、ニュージーランド、日本、中国本土、香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾、韓国、インド、スリランカ、バングラデシュ、ネパール、または東南アジア諸国連合（ASEAN）加盟国に在住の場合、仲裁は、シンガポールのシンガポール国際仲裁センター（SIAC）でその仲裁規則の下で行われます。この仲裁規則は参照によって、本条に組み込まれていると考えられ...
	15.3. 集団代表訴訟なし。お客様はアドビとの紛争を、個人ベースでのみ解決することができ、集団代表訴訟、統合訴訟、または代表訴訟の原告として訴訟を起こすことはできません。
	15.4. 差し止めによる救済。上記規定にかかわらず、お客様または他者が本「条件」に違反して本「サービス」または「ソフトウェア」への不正なアクセスまたは使用を行った場合、お客様は、アドビがあらゆる法域において差止救済（またはこれに相当する緊急の法的救済）を求めることができることに同意するものとします。
	16. 監査に関する権利。お客様が企業、会社または組織である場合、お客様によるすべての「サービス」または「ソフトウェア」のインストールおよび使用が、アドビからの有効なライセンスを順守して行われているかどうかを確認するため、アドビは担当者または第三者監査人を任命し、お客様に7日以上前に通知することにより、12ヶ月に1回を限度として、守秘義務のもと、お客様の記録、システムおよび設備を検査することができます（手動検査、電子的方法、またはその両方を含む）。さらに、お客様がアドビからの有効なライセンスに従っ...
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